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諮問第1156号  
平成18年7月28日  

㊨  
情報通信書議会   

会 長  庄 山 悦 彦 殿  

総務大臣  

竹 中 平  

諮 問 書   

東近江ケーブルネットワーク株式会社から、平成18年5月18日付けで有  

線テレビジョン放送法（昭和47年法律第114号）第3条第1項の規定に基  

づき、有線テレビジョン放送施設の設置の許可について申請があった。   

これについて審査した結果、同法第4条第1項各号の規定に適合し、かつ、  

同法第5条各号の規定に該当していないと認められる。よって、同法第3条  

第1項の許可を与えることとしたい。   

上記のことについて諮問する。  

省   



（別 添） 

 

 

 

 

 

東近江ケーブルネットワーク株式会社に係る 

有線テレビジョン放送施設の設置許可について 
 

 

 

 

 

○ 東近江ケーブルネットワーク株式会社 

（１）申請の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

（２）審査の結果等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 



 

（１）申請の概要 

 

名       称 東近江ケーブルネットワーク株式会社 代表取締役 久田 元一郎  

所   在   地 滋賀県東近江市八日市緑町１１－１７ 

設 立 年 月 日 平成１８年４月１２日 

社   員   数 約１０名 

申 請 年 月 日 平成１８年５月１８日 

設置を必要とする理由 

東近江市は、1 市 6 町が平成 17 年 2 月及び平成 18 年 1 月の 2 度による

市町合併を重ねて誕生した滋賀県の南東部に位置する人口約11万 8千人、

世帯数約 3万 9千世帯、面積約 383k ㎡の地方都市である。 

東近江市においては、旧市町で受け継がれた歴史や文化を活かしつつ、

新しい都市にふさわしい市民が一体となった意識の醸成やまちづくりを

目指すと共に、高齢化や情報化の進展など時代潮流に適応できる社会基盤

の整備を進めていく必要がある。このため、東近江ケーブルネットワーク

（株）により、地域密着型の情報インフラとしてＦＴＴＨ方式によるケー

ブルテレビ施設を設置し、これを活用し、地上波放送の再送信、多チャン

ネル放送、生活情報・行政情報などの公共サービスを実施することが求め

られているところである。 

施  設  区  域 滋賀県東近江市の一部（別紙１参照） 

区域内人口・世帯数 人口 79，537 人 世帯 27，244 世帯 

受信空中線 滋賀県東近江市池庄町 505（地上波放送、衛星放送、ＦＭラジオ） 

ヘッドエンド 滋賀県東近江市池庄町 505 

主
た
る
設
備 

の
設
置
場
所 

演奏所 滋賀県東近江市池庄町 505 

設置完了予定 引込端子の数 設置完了予定 

及び施設の規模 平成１８年１１月 38，844 

施 工 の 方 法 

保 守 の 方 法 
委託 

ＴＶ ９６ｃｈ 

自主放送 

 

４８ｃｈ

 

（うちデジタル４４ｃｈ） 

 

 

地上波再送信 ８ｃｈ   

ＢＳ再送信 １２ｃｈ （うちデジタル９ｃｈ）  

ＣＳ再送信 ２８ｃｈ （うちデジタル６ｃｈ）  

放  送  内  容 

ＦＭラジオ ５ｃｈ    

伝送路の形態 ＦＴＴＨ方式 上限周波数 ７７０ＭＨｚ 

使用する周波数 別紙２のとおり 

 １



 ２

 
  第１年目 第２年目 第３年目 第４年目 第５年目

 事 業 収 入 千円 千円 千円 千円 千円

  契  約  料   

  利  用  料   

 インターネット利用料   

  手 数 料   

 放 送 料   
 

 番 組 制 作 費   

  施設保守委託料   

  収 入 調 整   

  そ の 他   

事業収支見積 計   

事 業 支 出 千円 千円 千円 千円 千円

（単位：千円） 
 人  件  費   

  物  件  費   

  リ ー ス 料   

  引 込 工 事 費   

  施 設 利 用 料   

  固定資産購入支出   

  借入金返済支出   

 租 税 公 課 等   

 計   

 差 引 収 益 金   

 

建設資金の調達 

 

 

東近江市からＩＲＵ契約により施設を借り受けることとなっているため、

施設の設置に伴う工事費及び建設資金の調達は要しないものである。 

 

料金（予定） 契約料 
30,000 円（加入料） 

35,000 円（引込工事費）
利用料 1，500 円/月～ 

 



（２）審査の結果等 

  ア 審査の結果 
本件申請について、有線テレビジョン放送法（昭和４７年法律第１１４号。以下「法」という。）第４

条第１項の許可の基準及び法第５条の欠格事由に関し、有線テレビジョン放送法関係審査基準（平成１３
年１月６日総務省訓令第６９号）に照らし審査した結果は次表のとおりであり、法令に合致するものと認
められる。 

有線テレビジョン放送法関係審査基準 
審査
結果

事   由 

 （欠格事由） 
第３条 施設の設置の許可を受けようとする者は、法
第５条各号に定める欠格事由に該当しない者である
こととする。 

 
適 

 
本件申請者等については、法及び有線ラジオ

放送業務の運用の規正に関する法律（昭和２６
年法律第１３５号）の罰則等を受けた者ではな
く、欠格事由に該当しない者と認められる。 
 

 （施設区域） 
第４条 施設区域（施設を設置し、当該施設により有
線テレビジョン放送の業務を行うための区域をいう
。以下同じ。）は、次のとおり設定されているもの
であることとする。 
 

  
各項目について、以下のとおり適切であると

認められる。 

(1) 施設区域は、一の行政区域又は複数の行政区域
を単位とし、原則として、当該行政区域の全域に
おいて設定されているものであること。この場合
において行政区域とは、市町村（特別区を含み、
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２
条の１９に規定する指定都市にあっては区とする
。）の区域とする。 

 
(2) 行政区域の全域を施設区域とすることができな
い事情が認められる場合には、少なくとも当該行
政区域の人口集中地区の大半が施設区域に含まれ
ていること。 

 
(3) 行政区域内において施設区域とすることができ
ない区域がある場合においては、当該区域の扱い
について将来計画が明らかにされていること。 

 

 
 
 
 
 
 
 
適

 
 
 
本施設の設置区域は、滋賀県東近江市の一部

である八日市地区、永源寺地区、五個荘地区、
愛東地区及び湖東地区を整備するものであり、
第一期の施設区域に設定されていない能登川地
区及び蒲生地区については、来年度のサービス
開始に向けて整備される予定である。したがっ
て、基本的に全域をカバーする将来計画が明ら
かにされていることから基準を満たすものと認
められる。 
 

 

(4) なお、テレビジョン放送の共同受信又は受信障
害解消のための同時再送信業務を行うことを目的
とした施設等行政区域の全域において設置する必
要のない施設の区域においては、当該施設の設置
が必要となる区域以外の区域が含まれているもの
でないこと。 

 

－ 本施設は、テレビジョン放送の共同受信又は
受信障害解消のための同時再送信業務を行うこ
とを目的とした施設等行政区域の全域において
設置する必要のない施設ではないため審査の対
象外である。 

 （施設計画の合理性及び実施の確実性） 
第５条 施設の施設計画は、次の基準に照らし合理的
であり、かつ、その実施が確実であると認められる
ものであることとする。 

 

  
各項目について、以下のとおり適切であると

認められる。 

(1) 申請に係る施設区域が、当該地域で申請者が予
測する需要の見込み及び分布の状況等からみて、
適切に設定されていること。 
 

適 施設区域は、当該地域で申請者が予測する需
要の見込み及び分布の状況等を勘案した上で、
東近江市の八日市地区、永源寺地区、五個荘地
区、愛東地区及び湖東地区の全域としており、
適切であると認められる。 
 

(2) 施設区域内の送信施設、幹線及び中継増幅器の
配置は、当該地域で申請者が予測する需要の見込
み及び分布の状況等と見合っていること。 

 

適 送信施設、幹線及び中継増幅器が、施設区域
全域において需要の見込み及び世帯分布を勘案
したものとなっており適切であると認められる
。 
 

 ３



 ４

有線テレビジョン放送法関係審査基準 
審査
結果

事   由 

(3) 施設の設置に伴い、道路等を占用し、他人の電
柱等に共架し又は他人の土地等を使って設置する
こととなる場合は、道路等の占用許可、電柱等の
共架承諾若しくは他人の土地等の使用承諾を得て
いるか又は得る見通しがあること。 

 
なお、他人の電柱等に共架する場合であって、

同一施設区域に複数の有線テレビジョン放送施設
者が施設を設置することとなるときは、電柱等の
共架承諾等において、幹線の共架方法その他同一
区域に複数の有線テレビジョン放送施設者が施設
を設置するための方策が具体的に明らかにされて
いること。 

適 
 
 
 
 
 
－ 

施設の設置において必要な道路占用、電柱共
架等については、国土交通省、滋賀県、東近江
市、関西電力及び西日本電信電話株式会社等か
らは承諾又は承諾を得る見込みを得ていること
から、支障ないと認められる。 
 
なお、当該施設区域に他の有線テレビジョン

放送施設が設置される予定はないので審査の対
象外である。 

(4) 設備の設置場所は、地域開発、治山治水、文化
財保護等の関係法令からみて、設置が可能である
と認められる場所であること。 

適 一部の設備は河川区域にかかるため、河川法
に基づく申請が必要であるが、既に河川管理者
から許可を得ている。この他に関係法令上の手
続きが必要となるような設備の設置は計画して
おらず、問題ないと認められる。 
 

(5) 施設を設置しようとする者は、有線テレビジョ
ン放送施設者として自立的な事業活動を行う実体
を有するものであること。 

 
 

適 
 
 
 
 

申請者である東近江ケーブルネットワークは
、有線テレビジョン放送事業等を行うために、
東近江市が出資して設立した事業者であり、当
該事業内容は定款に明記されているところであ
る。 
 

２ 電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号。）
第９条の登録を受けた者及び第１６条第１項の規
定による届出をした者（以下「電気通信事業者」
という。）の加入者系光ファイバ網を利用する施
設を設置する場合にあっては、前項の規定による
ほか、電気通信事業者の加入者系光ファイバ網を
利用することが他の手段に比較して、著しく合理
性を欠くものでないこと。 

 

－ 本施設は、第一種電気通信事業者の加入者系
光ファイバ網を使用するものではないので審査
の対象外である。 

 （施設の技術上の基準） 
第６条 施設は次の基準に照らし適切であると認めら
れるものであることとする。 

 
(1) 同時に使用することができる周波数の数は、有
線テレビジョン放送法施行規則（昭和４７年郵政
省令第４０号。以下「規則」という。）第１７条
の規定に適合するものであること。 

なお、同時に使用することができる周波数の数
については、使用している中継増幅器の増幅する
ことができる周波数の範囲、定格出力レベル、同
時に増幅することができる周波数の数から別表１
を参考に算出する。 
 

(2) 受信空中線の設置場所は、電気的雑音及び電波
の遮へい、反射、干渉等による受信障害の少ない
場所であること。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
適 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
適 
 
 
 
 
 
 

 
各項目について、以下のとおり適切であると

認められる。 
 
申請者の施設は770MHzの帯域幅を有するもの

であり、伝送しようとするテレビジョン放送60
チャンネルをすべて送信可能であり、支障ない
と認められる。 

 
 
 
 
 
 
受信空中線は、ヘッドエンドを設置する場所

である湖東コミュニティネットワーク局舎屋上
及び東近江市湖東支所屋上に設置することとし
ている。各受信点ともに周囲に受信に対する障
害はなく受信空中線の設置場所としては適切で
あると認められる。 
 



 ５

有線テレビジョン放送法関係審査基準 
審査
結果

事   由 

(3) 受信空中線の型式及び構成は、その設置場所に
おける受信電界強度等からみて適切なものである
こと。 

 
 
 
(4) 放送局の行うテレビジョン放送（デジタル放送
を除く。）又はテレビジョン多重放送の同時再送
信に係る搬送波の受信空中線の出力端子における
レベルは、規則第１８条第２項に規定する値を維
持することができるものであること。 
なお、電界強度から受信空中線の出力端子にお

けるレベルを求める場合は、次式により求めるこ
と。 
Ｅ０＝Ｅｆ＋ＧＡ＋Ｋ [ｄＢ] 
Ｅ０：出力端子の信号レベル 
Ｅｆ：受信電界強度 
ＧＡ：受信空中線利得 
Ｋ ：換算値(別表２により求める。) 
 
 

適 
 
 
 
 
 
適 

受信空中線は受信チャンネルごとに十分な利
得を確保できる八木アンテナ及びパラボラアン
テナを使用しており、十分な受信電界強度が得
られるものと認められる。 

 
 
受信空中線の出力端子におけるレベルは、基

準を満足しており、支障ないと認められる。 

(5) 放送衛星局の行うテレビジョン放送（デジタル
放送を除く。）又はテレビジョン多重放送の同時
再送信に係る信号搬送波レベルと雑音レベルとの
差は、当該放送を受信する設備における第１中間
周波数の信号搬送波の出力端子において、規則第
１８条第３項に規定する値を維持することができ
るものであること。 
 
 

適 放送衛星局の行うテレビジョン放送（デジ
タル放送を除く。）又はテレビジョン多重放
送の同時再送信に係る信号搬送波レベルと雑
音レベルとの差は、技術基準を満たしてお
り、支障ないと認められる。 

(6) 規則第２３条第１項各号に掲げる有線テレビ
ジョン放送以外の用途に使用する電磁波の周波数
、レベル及び周波数帯幅は、有線テレビジョン放
送の受信に影響を与えることが検知されないため
の技術的条件（平成１３年総務省告示第１３０号
）に基づき、受信者端子において、当該電磁波が
当該電磁波を使用する施設で行われる有線テレビ
ジョン放送の受信に検知される影響を与えないも
のであること。 

  また、施設のヘッドエンドから受信者用光伝送
装置までの間の線路に用いられる伝送方式が光伝
送の方式のみである場合にあっては、当該電磁波
の周波数、レベル及び周波数帯幅は、当該電磁波
を使用する施設で行われる有線テレビジョン放送
の受信に、線路内の光反射により、受信者端子に
おいて検知される影響を与えないものであること
。 

 

適  規則第２３条第１項各号に掲げる有線テレビ
ジョン放送以外の用途に使用されるものはＦＭ
波があるが、有線テレビジョン放送の受信に検
知される影響を与えないものであるため、支障
ないと認められる。 
 また、当該電磁波の周波数、レベル及び周波
数帯幅は、当該電磁波を使用する施設で行われ
る有線テレビジョン放送の受信に、線路内の光
反射により、受信者端子において検知される影
響を与えないものであることから支障ないもの
と認められる。 



 ６

有線テレビジョン放送法関係審査基準 
審査
結果

事   由 

 
(7) 規則第２３条第１項各号に掲げる有線テレビジ
ョン放送の用途に使用する電磁波の周波数、レベ
ル及び周波数帯幅は、施設のヘッドエンドから受
信者用光伝送装置までの間の線路に用いられる伝
送方式が光伝送方式のみである場合にあっては、
受信者端子において次に適合すること。 

 
 ア 当該電磁波の周波数、レベル及び周波数帯幅

は、当該電磁波を使用する施設で行われる有線
テレビジョン放送の受信に、線路内の光反射に
より、検知される影響を与えないものであるこ
と。 

 
 イ 当該電磁波の周波数、レベル及び周波数帯幅

は、当該電磁波に用いる光波長以外の光波長を
使用して行われる有線テレビジョン放送の受信
に検知される影響を与えないものであること。
ただし、光波長多重によって有線テレビジョン
放送を行う場合に限る。 

 
 

 
適 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
－ 

 
規則第２３条第１項各号に掲げる有線テレ

ビジョン放送の用途に使用する電磁波の周波
数、レベル及び周波数帯幅は、当該電磁波を
使用する施設で行われる有線テレビジョン放
送の受信に、線路内の光反射により、検知さ
れる影響を与えないものであるため、支障な
いものと認められる。 
 
 
 
 
 
 

本施設は、光波長多重によって有線テレビ
ジョン放送を行うものではないため審査の対
象外である。 

(8) 施設における各信号のレベルは、使用する線路
及び機器の電気的特性からみて適切に設定されて
おり、引込端子ごとのレベル差の少ないものであ
ること。 

適 各信号のレベルは、使用する伝送路、機器
の特性に照らして適切に設定されており引込
端子ごとの差の少ないものである。 

なお、テレビジョン放送波の強電界強度地域に
あっては、直接妨害に対する対策が施されている
ものであること。 
 
 

(9) ヘッドエンド、中継増幅器等の配置は、当該機器
の電気的特性等からみて適切なものであること。 
 
 
 

  
  (10)受信用光伝送装置の入力端子に接続される光フ

ァイバからの出力電力は、別表３の左欄に掲げる
方式及び中欄に掲げる区分に従い、それぞれの同
表の右欄に掲げる条件に適合すること。その際、
受信用光伝送装置の入力端子と受光素子の間に光
波長多重合波器を使用する場合は、その損失分を
勘案すること。ただし、最低受光電力が別表３に
掲げる値以下の受信用光伝送装置を用いる場合は
、光ファイバからの出力電力が当該最低受光電力
の値以上であること。 

－ 
 
 
 
 
適 
 
 
 
 
 
適 

なお、本施設は強電界強度地域に設置される
ものではないため審査の対象外である。 

 
 
 
ヘッドエンド及びその他機器の配置は、使用

する線路の種類、その他機器の性能等に照らし
て適切であると認められる。 
 
 
 
受信用光伝送装置の入力端子に接続される

光ファイバからの出力電力は、別表３の左欄
に掲げる方式及び中欄に掲げる区分に従い、
それぞれの同表の右欄に掲げる条件に適合す
ることから、支障ないものと認められる。 

なお、本施設は、光波長多重合波器を使用
するものではない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ７

有線テレビジョン放送法関係審査基準 
審査
結果

事   由 

 
 （経理的基礎及び技術的能力） 
第７条 経理的基礎及び技術的能力は、次の基準に照
らして施設を確実に設置し、かつ、適確に運用する
に足りると認められるものであることとする。 

 
(1) 経理的基礎 
ア 工事費及び建設資金の調達 

施設の設置に伴う工事費は施設設置工事の施
工業者の見積等により適切に計上されており、
これに見合う建設資金の調達は適切に行われる
ものであること。 
 
 

イ 事業収支見積 
施設の設置許可申請に係る事業収支見積は、

申請者が行う事業採算性の見積を基本とし、各
収支項目の積算根拠が明確かつ合理的なもので
あること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
なお、同一施設区域に複数の有線テレビジョ

ン放送施設者が施設を設置することとなる場合
は、複数の有線テレビジョン放送事業者が業務
を行うことを考慮した加入見積を前提として作
成されたものであること。 
 
 
また、テレビジョン放送の受信障害解消を目

的とした施設であって、受信者の団体等が当該
施設を設置し、同時再送信のみを行う場合の施
設の設置許可申請に係る事業収支見積について
は、受信障害の原因者が業務の運営に要する費
用の全額を負担する旨の契約を受信者の団体と
の間で締結している場合は、事業年度ごとの業
務の運営に要する費用の額及び支払いの時期が
明らかにされていること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
適 
 
 
 
 
 
 
適 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
－ 
 
 
 
 
 
 
－ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
各項目について、以下のとおり適切である

と認められる。 
 
 
 
 
東近江市からＩＲＵ契約により施設を借り受

けることとなっているため、施設の設置に伴う
工事及び建設資金の調達は要しないものである
。 
 
 
 
収入算出の基礎となる加入者数については、

東近江市が行ったケーブルテレビに関する住民
説明会やホームページによる加入募集の結果、
現段階において第一期エリアの対象世帯数
26,827世帯のうち約■世帯（■％）から加入予
約申込があったことから、この数を見込んで算
出しており、その後、エリア内の対象世帯約
■％の加入増を毎年見込んでいる。 
この加入者見込みに基づき、利用料及び番組

制作料等の収入について明確かつ合理的に算出
されていると認められる。また、支出について
は、放送に必要な経費のほか、人件費、保守修
繕費、電柱共架料及びＩＲＵ契約に基づく施設
利用料の支払など必要と認められる経費が適切
に見込まれている。 
これらを基礎として算出した見積りは、開局

■年目（平成■年度）で単年度黒字を計上し、
その後も毎年一定の利益を確保する見通しとな
っており、事業運営に支障ないものと認められ
る。 
 
 
 
なお、当該施設区域に他の有線テレビジョン

放送施設が設置される予定はないため審査の対
象外である。 
 
 
 
 
また、本施設については、受信障害の解消の

みを目的とするものではないため審査の対象外
である。 
 
 
 
 
 
 
 



 ８

有線テレビジョン放送法関係審査基準 
審査
結果

事   由 

 
ウ 資金計画 

資金計画は、有線テレビジョン放送業務が継
続的に運営されていくための資金の裏付けとし
ての利益、増資収入等の資金収入と欠損、建設
費等の資金支出に関して、資金の出入の計画が
適切なものであること。 

 
 
適 
 
 

 
 
本申請に係る資金計画は、収支の見積り及び

そのバランスにかんがみて、適切であると認め
られ、また、借入金返済についても、将来の利
益等により着実に返済を行う計画となっており
、問題ないと認められる。 
 

 
(2) 技術的能力 
ア 施設の設置工事及び保守の担当者は、実務経
験等からみて十分な技術的能力を有すると認め
られる者であること。 

 
 
 
 

 
 
適 

 
 
施設の設置工事及び保守については、■に委

託する予定であり、これらの社はこれまでの実
績をかんがみても支障ないと認められる。 
 
 

イ 保守体制は、緊急保守にも対応できる体制と
なっており、当該施設を保守するに十分な要員
が確保されているものであること。 

適 保守体制については、上記各社が緊急保守に
も対応できる体制を十分な要員を確保の上、構
築する予定であり、問題ないと認められる。 
 

 （施設設置の適切性） 
第８条 施設を設置することが、その地域の地理上の
まとまり、難視聴の状況、地域のコミュニケーショ
ン手段に対する需要の状況、生活・文化圏としての
地域の一体的なまとまり等の事情に照らして、必要
かつ適切であると認められるものであることとする
。 

 
適 

 
当該施設は、東近江市において地上波の再送

信、多チャンネル放送サービスを可能とすると
ともに行政情報や地域行事情報を扱うコミュニ
ティチャンネル等の自主放送やインターネット
サービスの提供等により情報格差の是正や難視
聴対策に資するものであり、当該施設の設置は
必要かつ適切であると認められるものである。

 
２ 施設を設置する者が、一般放送事業者若しくは地
方公共団体又はこれらにより支配される者にあって
は、他に施設を設置しようとする者がいないこと、
当該地域の住民から有線テレビジョン放送施設の設
置について強い要望がある場合等の事情があること
とする。この場合において、支配とは、放送局の開
設の根本的基準（昭和２５年電波監理委員会規則第
２１号）第９条第８項の規定によるものとする。 

 

 
適 

 
申請者は、東近江市が主たる出資者となって

おり、地方公共団体に支配される者である。東
近江市が行ったケーブルテレビに関する住民説
明会やホームページによる加入募集の結果で
は、ケーブルテレビの加入予約申込が第一期エ
リアの対象世帯数のうちの約■％からあり、
ケーブルテレビ設置についての住民の強い要望
が有るものと認められる。 

 

 

  イ 関係都道府県の意見（法第４条第２項） 

    別紙３のとおり。（滋賀県 滋ＩＴ第４０５号（平１８．５．３１）） 

 

  ウ 設置期間の指定（法第６条第１項） 

    平成１８年１１月３０日 
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